別記第29号様式（第22条関係）
　 年　 月　 日

様

興部町長　　　　　　　　

興部町公営住宅高額所得者認定通知書
さきに貴方から申告(報告)がありました世帯の所得及び世帯の構成により、貴方の収入を次のとおり認定するとともに、収入が公営住宅法施行令第9条の基準を超えていますので、貴方を高額所得者として認定致します。

1．収入認定額等
	認定した収入の年額
	円

	算出の基礎となる額

	Ａ．年間所得総額
	円
	Ｃ．年間所得(A-B)
	円

	Ｂ．控除額の合計
	円
	認定収入月額(C÷12)
	円


2．収入認定の内訳
	入居者･同居者等
	年間所得
	控除金額
	入居者･同居者等
	年間所得
	控除金額

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3．　年度の家賃の額
貴方の家賃は、貴方と同居者の収入と居住している住宅に応じて、近傍同種の住宅の家賃以下で定められています。
	　年度の家賃の月額
	円

	収入階層
	Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　Ⅴ　Ⅵ　Ⅶ　Ⅷ
	近傍同種の住宅の家賃
	円


4．住宅の表示
	団地･棟･住戸
	
	建設年度
	

	所在地
	
	住戸専用面積
	㎡


5．　年度の収入階層
	収入階層
	月額収入の範囲
	収入階層
	月額収入の範囲
	収入階層
	月額収入の範囲

	Ⅰ
	0　　　　～ 123,000
	Ⅳ
	178,001 ～ 200,000
	Ⅶ
	268,000 ～ 322,000

	Ⅱ
	123,001 ～ 153,000
	Ⅴ
	200,001 ～ 238,000
	Ⅷ
	322,001 以上

	Ⅲ
	153,001 ～ 178,000
	Ⅵ
	238,001 ～ 268,000
	
	


6．告知事項
(1)　貴方は、この通知により高額所得者として認定されましたが、高額所得者の認定基準は次のとおりです。
①入居してから5年を経過していること。
②認定された収入が313,000円を超えていること。
③引き続き2年間、高額所得者の基準額(313,000円)を超えていること。
(2)　高額所得者は、興部町公営住宅設置及び管理条例第32条の規定により、町長から明渡し請求があった場合は、速やかに公営住宅を明渡さなければなりません。
なお、住宅を明渡そうとするときは、別な住宅の斡旋等を行うことがあります。
(3)　この収入の認定又は高額所得者としての認定について意見があるときは、この通知の日から30日以内に町長に理由を示して意見を述べることができます。この場合、役場に所定の用紙がありますのでお申し付けください。
(4)　失職、退職、同居親族の異動等により収入や控除する額に変動があったときは、年度の途中からでも家賃の減額をすることができることがありますので、その事実があった日から30日以内に申し出て下さい。この場合も役場に所定の用紙がありますので、お申し付けください。
